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平成３０年１１月２日 

 

いの町水道事業者 

 いの町長 池田 牧子 様 

 

いの町水道事業経営審議会 

                           会長 楠本 光春 

 

いの町水道事業経営のあり方について（答申） 

 

 平成３０年７月１９日付け、３０い水第２３号で諮問のあったいの町水道事業経営の

あり方について、本審議会において慎重に審議した結果、下記のとおり答申します。な

お、留意されるべき事項を付帯意見として申し添えます。 

 

記 

 

１ 審議事項 

（１）水道料金の改定について 

  水道事業は、町民生活や事業活動を支える重要なライフラインであり、地方公営企

業法により公営企業として、公共性と健全性に基づく経営を行い、将来にわたり安定

的に事業を継続し、安心・安全な水道水を供給することが求められている。 

  しかし、今後、いの町の水道事業の状況は、給水人口の減少のほか、節水意識の定

着、節水機器の普及等により給水収益の増加が見込めないなか、次第に老朽化する水

道施設の更新や南海トラフ地震に備えた基幹管路及び災害時重要ルートの耐震化な

どの整備を進めていかなければならない状況となっている。 

  財政状況については、平成２９年度から１０年間の経営見通しである財政シミュレ

ーションによると、現行の料金水準を維持した場合、平成２９年度から単年度純損失

が継続していく赤字経営となり、平成３６年度（２０２４年度）以降は補てん財源の

不足に陥る状況が見込まれている。 

  このような財政状況を改善するためには、より一層の経費削減などの経営努力を行

うとともに、給水収益の増加を図る必要があり、健全経営、独立採算の事業収益の確

立に向けて、水道料金の改定はやむを得ないと判断する。 
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（２） 料金の改定時期について 

  適切な投資を行いながら絶えず健全経営を継続していくことが住民サービスとし

てふさわしいと考えるが、老朽化施設の更新や耐震化の推進を進めるためには、その

予算である資本的支出の財源となる単年度純利益の確保が重要である。すでに単年度

純損失となっている状況は早期に是正する必要があり、単年度純利益の継続に向けて

の料金改定は、議会承認や利用者への周知など必要な手続きを経て、平成３１年度中

の早期の施行が妥当である。 

 

（３） 料金体系・基本水量について 

現状の用途別料金収入や水量構成比率の割合、基本水量を改定すると想定した場合 

の財政シミュレーション、県内市町村の状況などを参考に、料金体系・基本水量の改

定を検討したが、経営改善につながる給水収益の増加は見込まれず、基本水量の改定

は少量利用者への影響も大きい。また、料金改定の場合は約２０年ぶりの改定となる

ことから、利用者の理解のしやすさやなども踏まえ、料金体系・基本水量については

現行どおりが望ましい。 

 

（４） 料金の改定幅について 

  基本料金と超過料金について、それぞれ２０％（ケース１）、２５％（ケース２）、

３０％（ケース３）、３５％（ケース４）アップした場合と、基本水量について一般

用を６ｍ3、営業用を８ｍ3 とし基本料金と超過料金を１５％アップした場合（ケー

ス５）、平成３５年度（２０２３年度）まで２０％、平成３６年度（２０２４年度）

以降を３５％アップとした場合（ケース６）、平成３４年度（２０２２年度）まで３

０％アップ、平成３５年度（２０２３年度）以降を３５％アップとした場合（ケース

３＋４）の、７つのケースの財政シミュレーションや料金表などにより検討を行った。 

将来にわたり安定的に水道事業を継続していくためには、単年度純利益の継続かつ

運転資金については将来の投資財源を確保し、また、事故や災害などの万一に備えら

れるよう資金を確保していく必要がある。単年度純利益の継続かつ運転資金の確保に

は、３０％もしくは３５％アップの料金改定による給水収益の増収が必要となるが、

利用者に対しては水道料金の急激な負担増を考慮し、極力、改定幅を抑えた現行の基

本料金と超過料金をそれぞれ３０％アップとすることが望ましい。 
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２ 付帯意見 

（１）経営努力について 

  水道事業の経営にあたっては、収納の対策、支払利息の低減、他事業（下水道や道

路整備事業）との同時施工による工事コストの縮減など、これまでの経営努力にとど

まることなく、今後もさらなる経営の効率化に努め、適正かつ健全な経営の継続を図

ること。 

  また、水道施設の更新や耐震化を進めるにあたっては、法定耐用年数にとらわれる

ことなく、適切な維持管理による長寿命化を図りながら、管路の布設環境や管種、劣

化状況などを踏まえ、緊急度・優先度の検討を行い総合的かつ計画的に進めること。 

 

（２） 料金改定の周知について 

  料金改定にあたっては、改定の必要性などについて利用者に十分説明する必要があ

り、改定内容については、ホームページや広報への掲載、チラシの各戸配布等により、

分かりやすく周知すること。また、消費税及び地方消費税率の改定が平成３１年（２

０１９年）１０月から見込まれていることも併せて周知すること。 

 

（３） 料金の今後の見直しについて 

 水道料金の改定については、今回３０％（料金収入２９.５６％増）の改定幅を答

申するが、財政シミュレーションでは平成３５年度（２０２３年度）以降は、再び当

年度純損失が継続する状況が見込まれている。 

平成３５年度（２０２３年度）以降の水道料金等のあり方については、社会情勢や

水需要の動向を考慮し改めて検討する必要があり、今後においても、将来を見据えた

中長期的な財政シミュレーションの見直しを定期的に行い、水道事業経営の状況を

継続的に把握するとともに、料金体系を含めた適正な料金水準の検討を行っていく

必要がある。 
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水道料金表（消費税含まず） 

【現 行】 

用途・口径 基本水量 基本料金 
超過料金 

（１ｍ3につき） 
メーター使用料 

一般用 13 ﾐﾘ 

８ｍ3 ４８０円 ９５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  

営業用 13 ﾐﾘ 

１０ｍ3 ６５０円 １０５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  

臨時用 13 ﾐﾘ 

なし １ｍ3につき１９５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  
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水道料金表（消費税含まず） 

【答 申】・基本料金及び超過料金それぞれ３０％改定を行う。 

用途・口径 基本水量 基本料金 
超過料金 

（１ｍ3につき） 
メーター使用料 

一般用 13 ﾐﾘ 

８ｍ3 ６２５円 １２５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  

営業用 13 ﾐﾘ 

１０ｍ3 ８４５円 １３５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  

臨時用 13 ﾐﾘ 

なし １ｍ3につき２５５円 

７０円  

    20 ﾐﾘ １２０円  

    25 ﾐﾘ １４０円  

    30 ﾐﾘ ２２０円  

    40 ﾐﾘ ３００円  

    50 ﾐﾘ １，２００円  

    75 ﾐﾘ １，５００円  
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付 属 資 料 
 

 

１． いの町水道事業経営審議会委員名簿 

 

２． 開催経過及び審議事項 

 

３． 諮問書 
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１．いの町水道事業経営審議会委員名簿 

 氏 名 備 考 

会長 楠本 光春 いの町民生委員・児童委員協議会（伊野地区） 

副会長 池 英子 いの町区長連合会（伊野地区） 

委員 田岡 徹 いの町区長連合会（吾北地区） 

委員 和田 守 いの町区長連合会（本川地区） 

委員 松原 恒良 いの町枝川地区区長会 

委員 曽我部 明美 いの町民生委員・児童委員協議会（吾北地区） 

委員 松本 健市 いの町民生委員・児童委員協議会（本川地区） 

委員 池田 美代 いの町連合婦人会 

委員 吉村 哲也 いの町商工会 

委員 國行 耕征 いの町立小中学校ＰＴＡ連合会 

 

２．開催経過及び審議事項 

 日時・場所 審議事項 

第１回 平成３０年７月１９日（木） 

午後２時から 

いのホール 

・諮問「いの町水道事業経営のあり方について」 

・議事 

（１） 審議会の審議概要の公表について 

（２） いの町水道事業経営審議会について 

（３） 水道事業のしくみ 

（４） 水道事業経営の現状と課題 

第２回 平成３０年８月２７日（月） 

午後３時から 

すこやかセンター伊野大会議室 

・議事 

（１） 水道事業の概要について 

（２） 料金水準と料金体系について 

第３回 平成３０年１０月４日（木） 

午後３時から 

いのホール 

・議事 

（１） 料金改定内容の検討について 

（２） 答申書の作成にむけて 

第４回 平成３０年１０月１７日（水）

午後３時から 

いの町立図書館多目的ホール 

・議事 

（１）いの町水道事業経営のあり方について（答申

案）について 

第５回 平成３０年１１月２日（金） 

午前８時３０分から 

町長室 

・答申「いの町水道事業経営のあり方について」 
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